
III 米軍の事件・事故
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さまざまな提供施設が存在する神奈川県では、米軍による事故も多岐

に及んでいる。主な事故には、いったん発生すると大惨事になりかねな

い航空機墜落事故や、艦船や基地からの油等流出による周辺地域の環境

汚染などがあげられる。

１ 主な航空機事故

県内における米軍機の事故は、平和条約発効後の昭和27年４月から平

成19年３月までに、214件の多数に及んでいる。その内訳は、墜落事故

62件、不時着54件、落下物68件、その他（オーバーラン、燃料放出等）

30件である。

米軍機の事故はジェット機によるものが多く、214 件中 107 件と全体

の50％を占め、被害が甚大な墜落事故62件のうち37件を占めている。

厚木海軍飛行場の滑走路かさ上げ工事が完了した昭和35年ごろ、Ｆ－

４Ｄスカイレイ戦闘機、Ｆ－８クルーセイダー戦闘機、Ａ－４スカイホ

ーク攻撃機等が激しい訓練を繰り返したため、事故が多発した。

特に昭和39年は、９月に大和市館野鉄工所、12月に清川村など８件

の墜落事故を含め、17件もの事故が発生し、翌昭和 40 年５月にも相模

原住宅地区、６月には二宮沖と米軍ジェット機の墜落が相次いだ。同じ

く６月には、北に向け発進したジェット機が離陸に失敗して、大和市上

草柳の農地に突込む事故も発生した。

このため、周辺住民により組織された「厚木基地被害対策協議会」は、

昭和40年７月１日、進入表面下に高さ 10ｍの旗竿をたてる実力行使に

踏み切るとともに、政府に対し、危険区域の明示等６項目を要望した。

直ちに、県が政府に対し善処するよう折衝した結果、７月13日、協議会

側は政府の誠意を期待するとして実力行使を中止した。

昭和52年９月、空母ミッドウェーへ向けて飛び立ったＲＦ－４Ｂファ

ントム偵察機が、横浜市緑区に墜落し、死傷者９人を出すという大惨事

が起きた。この事故を契機に厚木海軍飛行場周辺の航空交通管制が再検
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討され、新方式による航空交通管制業務が、昭和53年７月から実施され

た。

主な墜落事故の概要は次のとおり。

(1)横浜市神奈川区神大寺墜落事故

昭和33年８月31日、厚木海軍飛行場を離陸したジェット機が、その

直後故障を生じ、パイロットは、市街地を避け着陸しようとしたが失敗

し、神奈川区神大寺に墜落し、パイロットは死亡した。

この事故により、住民に重傷１人、軽傷７人の人身被害が生じ、家屋

６棟が全半壊した。

(2)藤沢市高倉墜落事故

昭和36年４月21日午前９時10分ごろ、藤沢市高倉に、岩国海兵隊航

空基地所属Ａ－４Ｄスカイホーク攻撃機が墜落した。同機は、厚木海軍

飛行場を発進直後故障が生じ、集落地を避け農地に着陸しようと努めた

が、高圧線に触れ、民家に墜落し、パイロットは死亡した。

住民の死亡１人、負傷２人、家屋の全焼６棟、半焼１棟のほか、農作

物にも被害が及んだ。

知事は、内閣総理大臣をはじめ、関係政府機関及び米軍に対し、補償

の即時実施、事故防止、集落・公共施設等上空の飛行禁止、特に低空飛

行の禁止等を要望した。

米軍からは、厚木海軍飛行場の離着陸訓練の一部を木更津で実施する

こと、また、人口密集地上空における低空飛行を避けること、航空機の

安全飛行のため絶えざる努力を続ける旨回答があった。

(3)町田市墜落事故

昭和39年４月５日午後４時28分、岩国海兵隊航空基地第１海兵飛行

師団に所属するＲＦ－８Ａクルーセイダー偵察機２機が、厚木海軍飛行

場に着陸するため飛行中、うち１機が墜落し、東京都町田市原町田の商

店街を直撃した。

住民の死亡４人、負傷32人､家屋全半壊 27棟の被害が発生した。
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知事は、関係政府機関及び米軍に対し、安全飛行について要請した。

昭和39年４月７日、日米合同委員会事故分科委員会は、日米合同委員会

に対し、人口過密地帯上空の飛行規制を勧告した。

政府は、この事故を契機に、遺族補償について、昭和39年６月23日、

補償限度額の大幅な引き上げや、慰謝料の創設などを柱とする補償金額

基準の改定を閣議決定し、昭和39年４月１日から遡及適用することとし

た。

(4)大和市館野鉄工所墜落事故

昭和39年９月８日午前 10時58分ごろ、米空母ボノム・リシャール搭

載の第 194戦闘飛行隊所属のＦ－８Ｃクルーセイダー戦闘機が、厚木海

軍飛行場を離陸直後、エンジン故障のため、滑走路北側約 1,000ｍ地点

の大和市上草柳の館野鉄工所に激突し、広い範囲にわたり、機体、燃料

が飛散し、大惨事を引き起こした。

館野鉄工所の工場、住居が全焼し、作業中の工場主の長男、３男及び

従業員の計３人が即死、次男及び従業員の計２人が入院後死亡した。そ

の他負傷３人の人身被害があった。家屋全壊４棟、一部損壊６棟のほか、

農地の損傷があった。

知事は、直ちに、遺族に弔慰金、負傷者に見舞金を贈るとともに、関

係政府機関及び米軍に対し、厳重な抗議を行った。

この墜落事故発生により、周辺住民の恐怖、不安は極限に達し、周辺

の９市町の議会は、それぞれ、厚木基地の移転、撤去、事故の再発防止

等を決議した。県議会も、「再びこのような不祥事件が起きないよう、そ

の根源を断つために新たな観点に立って抜本的対策の確立を期する」旨

の決議をした。

また、知事は、関係政府機関及び米軍に対し、機体の整備、パイロッ

トの訓練等にさらに十分の配慮をすること、十分な補償金を早急に支払

うことを要望した。さらには、政府に対し、基地周辺民生安定法を制定

すること、厚木海軍飛行場のように人口過密地に隣接し、かつ離着陸に



129

際し事故の頻発する飛行場をこのまま米軍に提供することが妥当である

かどうか積極的に検討すること、進入表面下における移転補償の適用基

準、範囲の拡大と、移転に伴う農地、山林を適正な価格で買い上げるこ

とを要望した。この要望は、昭和40年７月30日、基地問題等閣僚懇談

会に取り上げられ、 「横田及び厚木飛行場等の周辺における安全措置につ

いて」が了解された（250ページの「資料 Ⅵ-27 横田及び厚木飛行場

等の周辺における安全措置について」を参照）。

(5)清川村墜落事故

昭和39年12月８日午後０時30分ごろ、厚木基地所属Ｆ－８Ａクルー

セイダー戦闘機が、同飛行場離陸後数分にして、清川村煤ケ谷の農家の

裏山に墜落し、機体が庭先に突込んだ。パイロットはパラシュートで脱

出、救助された。この事故により、人身被害はなかったが、家屋全焼３

棟、一部損壊３棟、山林、農地が損傷した。

知事は、関係政府機関及び米軍に対し、①航空機の整備と訓練の完全

を期すこと、②人口過密の地域に基地をこのまま存在せしめることが適

当であるかどうかについての検討、③基地周辺民生安定に関する法制定

の早期実現、を要望した。

(6)相模原市米軍住宅地区墜落事故

昭和40年５月５日午後９時 40分ごろ、横田基地所属Ｆ－105サンダ

ーチーフ戦闘爆撃機が、横田飛行場に着陸するため飛行中、機体に異常

を発見し、人口過密地を避け、機首を相模湾に向けたのち、パイロット

はパラシュートで脱出したが、機体は反転し、相模原市上鶴間の米軍相

模原住宅地区に墜落した。

この事故により、日本側は軽傷１人、家屋一部損壊３棟、また、米側

には死亡３人、負傷７人、家屋の全半壊があった。

県は、関係政府機関及び米軍に対し、人口過密地上空の飛行を避ける

こと、特に、政府に対しては、抜本的安全対策の確立、基地周辺民生安

定法の早期制定、並びに事故補償金の早期支払いを要望した。
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(7)横浜市旭区上白根町墜落事故

昭和46年８月24日午後２時50分ごろ、米空母オリスカニーに向かっ

て厚木海軍飛行場を離陸し、飛行中のＦ－８Ｊクルーセイダー戦闘偵察

機２機のうち１機がエンジン故障し、横浜市旭区上白根町の山林に墜落

した。パイロットはパラシュートで脱出した。この事故により、家屋一

部損壊１棟及び山林が損傷した。

知事は、直ちに、関係政府機関及び米軍に対し抗議した。

(8)横浜市緑区荏田町墜落事故

昭和52年９月27日午後１時19分ごろ、厚木海軍飛行場を離陸し、洋

上の空母ミッドウェーに向かって飛行していた米海兵隊第１海兵航空団

第３戦術偵察飛行隊所属のＲＦ－４Ｂファントム偵察機が、横浜市緑区

（現青葉区）荏田町に墜落し、機体とともに燃料が飛散し、炎上した。

この事故により、３才と１才の幼児２人が死亡、その他重傷３人、軽傷

４人、家屋全焼２棟、損壊３棟等の被害が発生した。死亡した幼児の母

親も重傷で入院していたが、４年４か月後の昭和57年１月26日に死亡

した。

知事は直ちに、開会中の県議会に報告し、昭和52年９月28日、国及

び米軍に対し、米軍機の飛行中止等の要請をした。県議会でも、同日「米

軍機墜落事故に関する意見書」を採択した。その後知事は、10 月１日、

被害者を見舞い、現地を視察した。また、同日、基地関係県市町連絡協

議会を緊急に開催し、10月３日、横浜市長ほか関係市長とともに米国大

使館に出向き、厚木基地の撤去を申し入れた。11月 17日、知事は、同

協議会を代表して米国大使館へ再度赴き、飛行の中止を強く申し入れた。

また、11月21日、同協議会は関係政府機関に飛行の中止を申し入れた。

昭和53年１月24日、日米合同委員会事故分科委員会は、事故原因に

ついて､｢左エンジンが飛行中に故障し、大火災を発生した。この故障は、

アフターバーナー排気ダクト第３ライナーの不具合により生じた。ライ

ナーの不具合は、サポートの接着不良が原因であった」と公表した。
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また、住民の安全を確実にするため、可及的速やかに厚木飛行場周辺

の航空交通管制を再検討すること、及び基地ごとに事故が生じた場合に

おける緊密な連絡、調整に努めること等の勧告を行った。

この勧告を受け、今後の改善措置を図るため、海上自衛隊第４航空群

（厚木）と在日米軍（横田）との間で検討が進められた結果、新しい航

空交通管制について合意が得られ、昭和53年７月３日から新方式「厚木

飛行場周辺の航空交通管制の再検討について」による運行が始められた

（251ページの「資料 Ⅵ-28 厚木飛行場周辺の航空交通管制の再検討

について」を参照）。

その後、墜落事故は昭和59年及び 62年に計２件発生し、昭和62年２

月７日、厚木基地北側フェンス真近の基地内に米軍フライングクラブ所

属のセスナ機が墜落した事故では、乗員２名が死亡した。いずれも住民

の人身被害はなかった。そして、この事故以降平成19年３月現在墜落事

故は発生していない。

(9)最近の航空機事故

県内では、平成16年７月19日、米空母キティホーク所属へリコプタ

ーから機関銃弾 200発入りの箱が落下し、同年12月7日、同ジェット機

からの部品落下が発覚した。幸い人的被害はなかったが、一歩間違えば

人命にかかわる事故になりかねないことから、いずれの事故でも、知事

は国と米軍に対し、事故原因の究明、安全対策の確立等を要請した。

また、同年８月13日の沖縄県における米海兵隊ヘリコプターの墜落事

故、19 日の横浜市内における横田基地所属ヘリコプターの不時着事故、

10月４日の沖縄県における米空軍ジェット機の接触事故等、県内外で米

軍による航空機事故が頻発したため、県は国と米軍に対し、渉外関係主

要都道県知事連絡協議会を通じて、徹底した安全対策の構築、迅速な情

報提供、事故の原因究明等について強く要請した。その後も、人的被害

は生じていないものの、平成17年８月1日には藤沢市片瀬海岸に米軍ヘ

リコプターの不時着事故、平成18年５月13日及び 10月 13日には米軍
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航空機からの部品等の落下事故が発生するなど、米軍航空機による事故

の発生は続いている（最近の県内における米軍機事故は、136 ページの

「資料 III-3 最近の県内における米軍機事故（平成元年以降）」を参照）。

(1)米軍機事故（機種別）

機種 墜落 不時着 落下物 その他 計（件）

ジェット機 37 7 44 19 107

ヘリコプター 11 35 7 5 58

プロペラ機 5 4 8 1 18

その他（機種不明を含む） 9 8 9 5 31

計 62 54 68 30 214

(2)米軍機事故（年別） （昭和27年 4月～平成19年３月、単位：件)

年 墜落 不時着 落下物 その他 計

昭 27 2 ‐ ‐ ‐ 2 

28 1 3 ‐ ‐ 4 

29 5 1 ‐ ‐ 6 

30 6 3 3 1 13 

31 5 4 4 1 14 

32 5 4 3 4 16 

33 3 2 4 4 13 

34 1 3 1 ‐ 5 

35 4 1 8 3 16 

36 6 ‐ 6 ‐ 12 

37 1 ‐ 2 2 5 

38 4 2 2 ‐ 8 

39 8 1 4 4 17 

40 3 ‐ 2 ‐ 5 

41 ‐ 2 3 ‐ 5 

42 ‐ ‐ 2 ‐ 2 

43 ‐ ‐ 2 ‐ 2 

44 1 1 ‐ ‐ 2 

45 1 ‐ 1 2 4 

46 1 2 ‐ ‐ 3 

47 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

48 1 1 ‐ ‐ 2 

49 ‐ 1 ‐ 1 2 

資料 III-1 米軍機事故
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年 墜落 不時着 落下物 その他 計

50 ‐ ‐ ‐ 1 1 

51 1 ‐ ‐ 1 2 

52 1 ‐ ‐ ‐ 1 

53 ‐ 1 1 1 3 

54 ‐ 2 ‐ ‐ 2 

55 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

56 1 1 ‐ 2 

57 ‐ 2 1 1 4 

58 ‐ 1 ‐ 1 2 

59 1 3 ‐ ‐ 4 

60 ‐ ‐ 1 ‐ 1 

61 ‐ ‐ 1 1 2 

62 1 ‐ 2 ‐ 3 

63 ‐ 2 ‐ 1 3 

平元 ‐ 1 ‐ ‐ 1 

２ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

３ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

４ ‐ ‐ 2 ‐ 2 

５ ‐ 2 ‐ ‐ 2 

６ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

７ ‐ 1 ‐ ‐ 1 

８ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

９ ‐ ‐ 1 1 2 

10 ‐ 2 ‐ ‐ 2 

11 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

12 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

13 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

14 ‐ ‐ 1 ‐ 1 

15 ‐ 1 1 ‐ 2 

16 ‐ 1 3 ‐ 4

17 ‐ 2 3 ‐ 5

18 ‐ ‐ 2 ‐ 2 

19 ‐ ‐ 1 ‐ 1 

計 62 54 68 30 214
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資料 III-2 県内の米軍機墜落事故一覧（昭和27年４月28日以降）

（平成19年３月31日現在）

No. 発生年月日 機種 墜落場所(当時の地名) 被害状況 備考

1 昭27. 6. 7 不明 横浜市金沢区六浦町 乗員死亡、行方不明1
編隊飛行中
2機接触

2 12.26 〃 綾瀬町深谷 竹林､畑､樹木損傷

3 28.10. 9〃 茅ヶ崎市 水田損傷

4 29. 3.19 ヘリコプター(HRS-3) 横浜市港北区池辺町 乗員死亡3

5 7.16 ジェット機 中郡西秦野村丹沢山大倉花立付近 乗員死亡 2機接触

6 8. 4 〃 大磯町北浜海水浴場沖合500m 乗員死亡1

7 9.27 不明 綾瀬町蓼川 農作物損傷

8 10.13 ヘリコプター 横須賀市長沢海岸沖合50m 乗員死亡4 2機正面衝突

9 30. 4.11 ジェット機 横浜市保土ヶ谷区二俣川町 乗員死亡1

10 13 〃 横須賀市長井町 乗員死亡1 脱出後ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ開かず

11 5. 2 ヘリコプター 横浜市戸塚区阿久和町 農作物、立木、電線損傷 高圧線避雷針に接触

12 6.23 ジェット機 横浜市港北区上菅田

13 9.12 不明 大和町上草柳 農作物損傷

14 29 ジェット機 横浜市保土ヶ谷区今井町 立木(檜)損傷

15 31. 3. 1〃 横浜市戸塚区汲沢 家屋一部損壊2棟

16 4.23 不明 川崎市黒川 山林損傷

17 5.21 ヘリコプター 大和町深見 畑損傷

18 6.25 不明 秦野市大槻欠の上 田畑損傷

19 11.10 ジェット機 大和町下福田 乗員死亡､畑､山林､町道損傷

20 32. 4.12 〃 城山町川尻 麦桑畑損傷

21 5. 7 不明 綾瀬町 農地損傷

22 10 ヘリコプター 小田原市久野 畑損傷

23 7.19 ジェット機 横浜市港北区小山町 桑畑､陸稲､農道損傷

24 10.20 ジェット機(B-57) 横浜市戸塚区瀬谷町

25 33. 8.31 ジェット機 横浜市神奈川区神大寺
乗員死亡1､重傷1､軽傷7､家屋全壊
2棟､半壊4棟

26 9. 9 プロペラ機(C-121) 厚木市唐沢大久保峯 乗員死亡

27 11. 3 ジェット機(F-86F) 〃 山林損傷

28 34. 6.26 ジェット機 大和市上草柳 農地､電話線､架線損傷 離陸中失速

29 35. 6.16 〃 横須賀市長井沖合5km

30 7.29
プロペラ機(ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌ
ﾄ)

小田原市聖岳山頂付近 乗員死亡2､市有林損傷
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No. 発生年月日 機種 墜落場所(当時の地名) 被害状況 備考

31 12. 5 不明 城山町葉山島

32 5 ジェット機(F-4D) 相模原市田名清水下河原 乗員死亡1 砂利採取場

33 36. 1.11 ジェット機 厚木市妻田

34 13 〃 厚木基地内 日本人従業員死亡2､米軍人死亡2 着陸時

35 18 ジェット機(A-4D) 大和市上草柳 畑､電線､架線損傷

36 昭36.04.21 〃 藤沢市高倉
乗員死亡1､死亡1､負傷2､全焼6棟(3
戸)

37 11. 2 ジェット機(SF-8U) 小田原市南南西沖合20km

38 27 ジェット機(A-4D) 横浜市戸塚区瀬谷町 軽傷1､乗員死亡､畑損傷

39 37.08.11 ジェット機(A-4D) 大和市上草柳（滑走路北約100m） 乗員重傷､芋畑､架線損傷､ﾄﾗｯｸ小破 離陸中失速

40 38.07.05 ジェット機(A-4C) 箱根町駒ヶ岳中腹
乗員死亡2､有料道路遮断､バス等に
支障

41 18 ヘリコプター(H-43B) 伊勢原市糟屋 水稲､農地､畦畔損傷

42 11.19 ジェット機(T-33) 秦野市蓑毛春岳沢 乗員死亡2

43 12.23 ヘリコプター(UH-25B) 平塚市田村 農道損傷

44 39. 1.16 ジェット機(F-8C) 座間町相模台
乗員死亡1､民家瓦､ｶﾞﾗｽ等破損､農地
損傷

45 3.18 ヘリコプター(H85-2) 横須賀市大和田 道路損傷

46 6.19 ジェット機(F-8C) 大磯町沖合約1.8km

47 7.31 ジェット機(F-4B) 藤沢市大庭 乗員負傷2､農作物､山林損傷

48 9. 8 ジェット機(F-8C) 大和市上草柳
死亡5､負傷3､家屋全壊3戸､一部損壊
1戸他

館野鉄工所

49 8 ジェット機(F-105) 厚木市厚木（相模川河原） 乗員死亡1

50 10. 6 ヘリコプター(UH-2A) 横浜市金沢区富岡町 乗員死亡4

51 12. 8 ジェット機(F-8A) 清川村金翅
家屋全焼3棟､一部損壊3棟､山林､農
地損傷

52 40. 5. 5 ジェット機(F-105) 相模原市上鶴間(米軍住宅地区内)
米人死亡3､負傷 7､日本人負傷1､米軍住宅2戸
全焼他

53 6.15 ジェット機(F-4B) 中郡二宮町沖合3km 乗員行方不明

54 25 ジェット機(A-4C) 大和市上草柳 農地､架線､電線損傷 離陸中失速

55 44. 6.21 プロペラ機(ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ) 横浜市港北区鴨志田 乗員死亡1､負傷1

56 45. 6.17 ジェット機(F-4) 秦野市寺山表丹沢菩提峠付近 乗員死亡2

57 46. 8.24 ジェット機(F-8J) 横浜市旭区上白根町 家屋一部損傷1戸､山林損傷

58 48. 8.20 ヘリコプター(CH-46) 横須賀基地内へリポート 乗員死亡2､重傷6

59 51.11. 2 プロペラ機(C-1) 厚木基地内ゴルフ場 乗員乗客死亡6 着陸時失速

60 52. 9.27 ジェット機(RF-4B) 横浜市緑区荏田町
死亡2､重傷3､軽傷4､家屋全焼2棟､一部損
壊18戸

重傷1名は57.1死亡

61 59.10.17 ヘリコプター(UH-1N) 藤沢市片瀬 乗員重傷2､家屋損傷他

62 62. 2. 7 プロペラ機 (ｾｽﾅ) 厚木基地内 乗員死亡2 米軍ﾌﾗｲﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ所属機
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資料 III-3 最近の県内における米軍機事故（平成元年以降）

(平成 19年３月 31日現在)

（注 1）事故発生日が不明のため、事故が判明した日を記載。

発生年月 機種 事故態様 場所 被害状況

1
平
元.09.07

ヘリコプター（UH-1） 不時着 大和市上鶴間 植木破損

2 04.04.10 機種不明 部品落下 藤沢市大庭 屋根損壊

3 6.22 プロペラ機（C-130） 部品落下 相模原市宮下 屋根損壊

4 05.10.28 ヘリコプター（UH-1） 不時着 座間市緑ヶ丘 なし

5 12.18 セスナ 不時着 海老名市相模川河川敷 なし

6 06.01.04 ヘリコプター（UH-1） 不時着 平塚市長瀞スポーツ公園 なし

7 07.04.10 ヘリコプター（UH-1） 不時着 鎌倉市由比ガ浜海岸浜辺 なし

8 09.06.26 -- 落下傘事故 大和市福田他 家屋一部破損

9 12.18 ジェット機（FA-18） 部品落下 座間市東原 なし

10 10.06.18 ヘリコプター（UH-1） 不時着 厚木市中津川河川敷 なし

11 9.28 ヘリコプター（UH-1） 不時着 平塚市北金目付近 なし

12 14.09.15 ジェット機（EA-6B） 部品落下 藤沢市長後 屋根破損

13 15.03.14 ヘリコプター（SH-60） 部品落下 相模湾上 なし

14 15.05.21 ヘリコプター（UH-60） 不時着 秦野市上大槻 なし

15 16.07.19 ヘリコプター（H-60） 銃弾落下 横浜市泉区和泉町 なし

16 16.08.19 ヘリコプター（UH-1N） 不時着 横浜市中区みなとみらい なし

17 11.29 ジェット機（F/A-18C） 部品落下 厚木基地内 なし

18
16.12.07

(注1)
ジェット機（FA-18） 部品落下 藤沢市桐原 屋根破損

19 17. 2. 1 ヘリコプター（UH-60） 不時着
伊勢原市西富岡
成城学園グラウンド

なし

20 4.14 ジェット機（EA-6B） 部品落下 不明 なし

21 4.14 ジェット機（FA-18） 部品落下 不明 なし

22 15.05.23 ヘリコプター（SH60‐B） 部品落下 不明 なし

23 7.30 ヘリコプター（UH-3H） 不時着 藤沢市片瀬海岸 なし

24 18. 5.22 プロペラ機（C-2） 部品落下 丹沢山中 なし

25 10.12 ヘリコプター（H-60） 部品落下 小田原市内 なし

26 19. 2.27 ジェット機（FA-18） 部品落下 不明 なし
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２ その他主な事件・事故

(1)貯油施設の事故

ア 鶴見貯油施設の落雷事故

昭和54年７月27日、午後５時35分頃、エリアⅡの306号タンクに落

雷があり、火災事故が発生した。事故の際、ジェット燃料ＪＰ－４が約

10,000 kl貯蔵されていたといわれ、約４時間 30分にわたり炎上した。

鶴見貯油施設は石油コンビナート等災害防止法に指定された特別防災区

域に所在しており、横浜市と県は、事故原因の徹底究明、再発防止のた

めの安全対策の強化、及び早期通報体制の確立を米軍、国などに強く要

請した。

同年８月３日、横浜市消防局は、施設に立入り、日米共同で事故原因

の調査にあたったが、国内におけるこの種の事故例がなく、また、雷に

関しては、学術的にも未解明な部分が多いため、同年10月30日には、

一次的要因は落雷によるものであるが、落雷から出火に至る経緯は確定

できなかったと発表した。

イ 旧小柴貯油施設の爆発事故

昭和56年10月 13日正午過ぎ、６号タンクが、突然爆発し、火災事故

が発生した。爆発したタンクには、航空機のジェット燃料ＪＰ－４が約

24,000 kl 貯蔵されていたといわれ、４時間余りにわたって炎上した。

一時は他のタンクへの誘爆の恐れがあり、周辺住民に避難命令が出され

た。周辺住民に人身被害７人、物的損害463件にものぼる広範囲の被害

が発生した。知事、横浜市長は、直ちに、厳重な抗議談話を発表すると

ともに、事故原因の究明と再発防止、安全対策の確立、速やかな被害実

態の調査と誠意ある救済措置を、米軍、国などに強く要請した。

なお、横浜市消防局は、昭和57年１月に現地立ち入りを実施した。

事故原因については、昭和58年７月28日に米軍の調査結果が公表さ

れた。この調査結果は、「爆発原因を特定することはできなかった」と述
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べるとともに、推定される爆発原因についてふれ、さらに今後の再発防

止措置として、14点の対策を指摘した。

また、同日、米軍と共同捜査を行ってきた県警の捜査結果及び横浜市

消防局の調査結果が発表されたが、いずれも爆発原因は特定できなかっ

たとし、推定原因を述べるにとどまった。

１年９か月にも及んだ米軍による事故調査の結果がこうしたものであ

ったことに対し、知事、横浜市長は、遺憾の意を表明するとともに今後

の安全対策を国、米軍に強く要望するという談話を発表した。

(2)油・汚水等流出事故

ア 油流出事故の連続発生（平成13年）

平成13年６月27日、鶴見貯油施設のタンクから軽油約23,100㍑が流

出し、一部が配水管と土壌に浸透し運河にも流出した。同年７月19日に

は、吾妻倉庫地区の貯蔵タンクから約1,800㍑の灯油が漏れ、うち約56

㍑が付近の運河に流出する事故が、さらに８月28日には、横須賀の吾妻

島沖合に停泊中の軍艦カウペンズから、燃料約38㍑の油が流出する事故

が発生した。

知事は、事故発生の都度、直ちに国と米軍に対し、施設の整備点検や

土壌・地下水の調査と報告等を行うよう要請した。同年10月19日、在

日米海軍司令官は知事に対し、それぞれの事故について適切な除去作業

が行われた旨、文書回答した。

イ 油流出事故の連続発生（平成15年～16年）

平成15年10月５日、横須賀基地内に停泊中の空母キティホークから

の廃油を積み替え作業中のタンクから燃料油約34,000㍑が流出した。同

年12月５日には、横浜ノースドックに停泊中の軍艦エフェクティブから

約20㍑のビルジ（海水混じりの廃油）が流出した。

平成16年1月２日には、横須賀基地内でディーゼル発電機の排水施設

から潤滑油約 2,270㍑が、7日には、同基地内に停泊中の空母キティホ

ークから380㍑の油が、さらに14日には、２日に事故を起こした施設か
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ら再度、潤滑油約76㍑～95㍑が流出した。

知事は、相次ぐ油漏れ事故について遺憾の意を表明し、事故原因の究

明、安全体制の見直しを、米軍や国に強く要請した。

ウ 油流出事故の発生（平成18年）

その後、平成17年中は油流出の事故は発生しなかったが、平成18年

に入り、１月 17 日に横須賀基地内で停泊中の空母キティホークから約

3,168㍑の油が、２月28日には横須賀基地内に停泊、給油中のミサイル

駆逐艦フィッツジェラルドから約76㍑の油が流出した。

さらに３月23日及び４月12日にはキャンプ座間において、焼却施設

へ軽油を供給するパイプの亀裂から流出した油が、相模原市内の鳩川に

流入する事故が発生した。

これらの油漏れ事故に対して、県は原因究明や再発防止等について、

米軍や国に強く要請した。

(3)米軍人よる事件・事故

ア 平成18年１月に横須賀で発生した殺人事件

平成18年１月３日早朝、横須賀市内の雑居ビルで空母キティホーク

乗員により、女性が殺害され、現金が奪われるという事件が発生した。

本県にとって過去に例を見ない米軍人による凶悪な犯罪であったこと

から、神奈川県基地関係県市連絡協議会では、事件発覚後、米側（大使

館及び米軍）及び政府（外務省及び防衛施設庁）に対し、強く抗議し、

厳正なる綱紀粛正及び、事件の再発防止に努めること、また被害者遺族

への迅速かつ誠実な対応を強く要請した。

事件を受けて、在日米海軍では、１月５日から８日までの間、「反省

の期間」を設定し、軍人等の夜間外出を禁止した。その後も、在日米海

軍では事件の未然防止のために、①飲酒制限、②20 歳以下の海軍構成

員は午後９時以降、基地外ではパートナーと行動することとする制限、

③服務教育、④パトロールを行っている。

イ その他の事件・事故
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米軍人等による交通人身事故の発生件数は資料Ⅲ-4、検挙件数は資料

Ⅲ-5のとおりである。

県としては、神奈川県基地関係県市連絡協議会などを通じて、米軍

人等の規律の保持や交通事故の予防対策を徹底して図るよう米軍及び

国に申し入れを行っている。

資料 III-4 県内における米軍人等による交通事故発生件数

平14 平15 平16 平17 平18

人身事故件数 144 153 120 104 103

〔参考〕県内全体 67,660 65,313 63,113 60,034 54,563

死 亡 者 4 1 2 0 0

〔参考〕県内全体 376 309 273 252 240

負 傷 者 178 193 144 141 126

〔参考〕県内全体 81,965 78,982 76,268 72,334 65,640

注・暦年。
・神奈川県警による。
・米軍人等とは、軍人、軍属及びそれらの家族のこと。

資料 III-5 県内における米軍人等の検挙件数
平 14 平 15 平 16 平 17 平 18

凶悪犯 5 (5) 1 (1) 2 (2) 8 (3) 3 (2)

粗暴犯 2 (1) 1 (1) 13 (2) 13 (11) 9 (6)

窃盗犯 12 (10) 10 (1) 14 (3) 9 (3) 4 (2)

知能犯 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1)

風俗犯 2 (0) 2 (2) 1 (1) 1 (0) 6 (3)

刑

法
犯

その他 3 (2) 2 (1) 14 (8) 16 (10) 5 (4)

小計 24 (18) 16 (6) 44 (17) 47 (27) 29 (18)

薬物犯 3 (1) 6 (6) 31 (19) 9 (4) 6 (3)

銃器犯 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0)

売春犯 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

特

別
法

犯 その他 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

小計 3 (1) 9 (9) 31 (19) 10 (5) 7 (4)

合計 27 (19) 25 (15) 75 (36) 57 (32) 36 (22)

注・暦年。
・神奈川県警による。
・米軍人等とは、軍人、軍属及びそれらの家族のこと。
・( )内は軍人を内数で示した。
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３ 事件・事故通報体制

平成８年12月２日、ＳＡＣＯ（沖縄に関する特別行動委員会）最終報

告の中で、在日米軍にかかる事件・事故につき、日本政府及び適当な地

方公共団体の職員に対して適時の通報が確保されるようあらゆる努力が

払われる旨の報告がなされた。

この報告に基づき、平成９年３月31日の日米合同委員会で「在日米軍

に係る事件・事故発生時における通報手続」が合意された。これは、通

報すべき事件・事故を明確化し、通報経路を確立させることによって、

日本側関係当局の迅速な対応を確保し、事件・事故が地域社会に及ぼす

影響を最小限のものとするための手続を定めたものである（252 ページ

の「資料 Ⅵ-29 在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続（外

務省仮訳）」を参照）。

４ 航空事故等連絡協議会

昭和52年に横浜市緑区で発生した墜落事故を踏まえて、昭和53年１

月の日米合同委員会事故分科委員会で、事故が起きた場合に、基地ごと

に緊密な連絡、調整に努めるよう勧告されたことに伴い、国は、各防衛

施設局長をはじめ関係機関に対し、必要な措置をとるよう通達した。

これを受けた横浜防衛施設局は、昭和53年末から県、関係市等へ働き

かけ、昭和54年７月まで、県市町の関係機関、米軍及び自衛隊の間で協

議が重ねられたが、連絡調整体制の整備を要するという点で一致をみた

ものの、協定化の必要性、事故の範囲、国の責任等をめぐって、基地対

策行政サイドから異議が唱えられた。

そのため、昭和54年７月９日、消防、警察及び防衛の関係機関により、

緊急連絡、応急及び救援活動につき、体制が整備されるまでの間の「航

空事故連絡体制整備会議消防等関係暫定申合せ」が合意された。
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その後、横浜防衛施設局は、「暫定申合せ」を発展的に解消し、体制

を整備すべく、その後も県市の基地対策行政機関等と協議を重ねた。

その結果、

① 航空事故だけでなく、陸上、海上で発生した不測の事故も対象とす

る。

② 応急及び救援活動を要しない軽微な事故についても措置をする。

③ 具体的な体制づくりは、協議会を設置して検討する。

など、国と関係自治体等の間で意見の一致がみられ、昭和 62 年１月

20日、航空事故等連絡協議会（255ページの「資料 Ⅵ-30 航空事故等

連絡協議会規約」を参照）が発足した。

協議会は、関係自治体の行政・消防・警察、米軍、防衛施設庁、海上

保安庁の関係機関 35担当部署（平成19年３月末現在24機関38担当部

署）をもって構成し、航空事故等が発生した場合に備え、関係機関相互

の連絡調整体制を整備し、総合的な応急対策の実施について連絡協議す

ることを目的としている。

協議会は発足後も、さらに具体的な体制づくりについて検討を重ねた

結果、昭和63年１月29日、「航空事故等に係る緊急措置要領」及び「軽

微な航空事故等に係る措置について」の合意をみた（258 ページの「資

料 Ⅵ-31 航空事故等に係る緊急措置要領」及び 264 ページの「エラ

ー! 参照元が見つかりません。」を参照）。




